
入札・契約手続き等確認結果

所管部署
東京都スポーツ文化事業団デフリンピック準備運営
本部プロトコール部プロトコールグループ

契約主体 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

調達方式 総合評価方式

内　　容

〇概要
　第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025において、耳
のきこえない人・きこえにくい人の参加はもとより、耳のきこ
える人や多様な主体が参画し、共生社会の実現に資する式典と
することを目的とし、開閉会式の計画・運営に関する業務を委
託する。

〇契約期間
　令和７年４月１日から令和８年１月30日まで

〇主な業務内容
　１　式典企画
　２　式典会場設計
　３　式典準備及び運営
　４　式典広報
　５　式典警備

※競争性の確保に向けた取組等について
　過度な低価格での入札が価格点に反映されることのないよう
価格点の上限設定を設けるとともに、一層の入札参加促進を図
るため、事前に発注規模（価格帯）を公表するなどの取組を実
施

契約締結前付議理由

付議基準

区分 その他
案　件　概　要

共　　　通

件名
第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 開閉
会式計画実施運営委託

調達方式が競争入札以外の場合の理由

資料１



契約・調達案件　個別確認表（契約手続実施前）

案件名 第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 開閉会式計画実施運営委託
調達方式 総合評価方式

確認内容 備　考
契約手続きの適正性

発注組織での意思決定プロセスの手続
きが適正に取られたものであること

●本案件は、大会運営組織での意思決定プロセスに沿って、事業執行の決定が行われていることを確認した。

大会経費として妥当なものであること

●本案件は、東京2025デフリンピックの準備・運営における開閉会式の準備・運営に係る事業であり、発注組織
の役割に基づく業務内容であることを確認した。

●デフリンピック規約等において、運営・準備等に必要な項目であり、対象経費として妥当であることを確認した。

事業執行にあたり、仕様書の内容が適
切なものであること

●業務内容が簡潔、詳細かつ正確に記載されていることを確認した。

●高齢者や障害者等への情報保障など、業務に応じた必要な配慮がなされていることを確認した。

●業務履行上の費用負担が項目ごとに明確にされていることを確認した。

●成果品の内容、納品数、納品期限等が具体的に記載されていることを確認した。

予算執行が適正なものであること ●東京2025デフリンピックの準備・運営を進めていくにあたり、適正な予算執行であることを確認した。

予定価格が妥当なものであること ●定められた労務単価や市場価格等を参考に、予定価格を適切に算出していることを確認した。

公費の対象として適切なものであること ●大会を通じて東京の価値を高める経費であることを確認した。

調達方式の精査・確認

調達方式が妥当なものであること
●価格面のみならず、業務の履行に必要な資格経験、履行体制、政策的評価項目などの技術面を総合的に評
価して契約相手方を決定する方式が妥当であることを確認した。

確認の視点



入札・契約手続き等確認結果

所管部署
東京都スポーツ文化事業団デフリンピック準備運営
本部プロトコール部プロトコールグループ

契約主体 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

調達方式 総合評価方式

内　　容

〇概要
　第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025において、
東京らしい創意工夫を凝らした表彰式を実施することを目
的とし、東京らしさを取り入れた表彰式運用計画等の作
成、人員・備品・消耗品等の調達及び表彰式の運営に関す
る業務を委託する。

〇契約期間
　令和７年４月１日から令和８年１月30日まで

〇主な業務内容
　１　実施計画の策定
　２　表彰関連消耗品の調達
　３　表彰式運営マニュアル作成
　４　表彰人員の手配及び表彰式実施
　５　表彰運営備品及び消耗品の調達
　６　表彰関連消耗品運搬業務
　７　表彰音楽の選定
　８　デジタル国旗データ制作

※競争性の確保に向けた取組等について
　過度な低価格での入札が価格点に反映されることのない
よう価格点の上限設定を設けるとともに、一層の入札参加
促進を図るため、事前に発注規模（価格帯）を公表するな
どの取組を実施

契約締結前付議理由

付議基準

区分 その他
案　件　概　要

共　　　通

件名
第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025表
彰関連消耗品製作及び表彰式運営業務委託 調達方式が競争入札以外の場合の理由

資料２



契約・調達案件　個別確認表（契約手続実施前）

案件名 第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025表彰関連消耗品製作及び表彰式運営業務委託
調達方式 総合評価方式

確認内容 備　考
契約手続きの適正性

発注組織での意思決定プロセスの手続き
が適正に取られたものであること

●本案件は、大会運営組織での意思決定プロセスに沿って、事業執行の決定が行われていることを確認した。

大会経費として妥当なものであること

●本案件は、第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025表彰関連消耗品製作及び表彰式運営業務に係
る事業であり、発注組織の役割に基づく業務内容であることを確認した。

●デフリンピック規約等において、運営・準備等に必要な項目であり、対象経費として妥当であることを確認した。

事業執行にあたり、仕様書の内容が適切
なものであること

●業務内容が簡潔、詳細かつ正確に記載されていることを確認した。

●高齢者や障害者等への情報保障など、業務に応じた必要な配慮がなされていることを確認した。

●業務履行上の費用負担が項目ごとに明確にされていることを確認した。

●成果品の内容、納品数、納品期限等が具体的に記載されていることを確認した。

予算執行が適正なものであること ●東京2025デフリンピックの準備・運営を進めていくにあたり、適正な予算執行であることを確認した。

予定価格が妥当なものであること ●定められた労務単価や市場価格等を参考に、予定価格を適切に算出していることを確認した。

公費の対象として適切なものであること ●大会を通じて東京の価値を高める経費であることを確認した。

調達方式の精査・確認

調達方式が妥当なものであること
●価格面のみならず、業務の履行に必要な資格経験、履行体制、政策的評価項目などの技術面を総合的に評
価して契約相手方を決定する方式が妥当であることを確認した。

確認の視点



区分 その他
案　件　概　要

共　　　通

件名
第25回夏季デフリンピック競技大会 デフリンピックスク
エア運営業務委託 調達方式が競争入札以外の場合の理由

入札・契約手続き等確認結果

所管部署
東京都スポーツ文化事業団デフリンピック準備運営
本部大会統括部渉外グループ

契約主体 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

調達方式 総合評価方式

内　　容

〇概要
　大会運営本部が輸送ハブ、メディアセンター等の機能を有する大会運
営拠点であるとともに、多くの人々がろう者の文化への理解を深め、東
京の魅力を体験できる取組などを展開する文化発信拠点として、デフリ
ンピックスクエアを国立オリンピック記念青少年総合センターに設置す
る。ついては、デフリンピックスクエアの企画・運営に関する業務を委
託する。

〇契約期間
　令和７年４月１日から令和８年１月30日まで

〇主な業務内容
　１　計画書の作成
　　　（業務計画書・運営計画書の作成）
　２　コンテンツ企画・提案等業務
　　　（文化発信等に関する各種コンテンツの企画提案）
　３　デフスクエア運営等業務
　  　大会運営、文化発信等に関する以下の運営等業務
　　　（１）選手交流ラウンジ運営
　　　（２）ホール運営
　　　（３）大会関係者向けおもてなしエリア運営
　　　（４）来場者向け体験コンテンツ運営
　　　（５）オープニングイベント運営　　等
　４　物品・人員等の発注・手配
　　　（備品や設置物等の調達・設営等業務）

※競争性の確保に向けた取組等について
　過度な低価格での入札が価格点に反映されることのないよう価格点の
上限設定を設けるとともに、一層の入札参加促進を図るため、事前に発
注規模（価格帯）を公表するなどの取組を実施

契約締結前付議理由

付議基準

資料３



契約・調達案件　個別確認表（契約手続実施前）

案件名 第25回夏季デフリンピック競技大会 デフリンピックスクエア運営業務委託
調達方式 総合評価方式

確認内容 備　考
契約手続きの適正性

発注組織での意思決定プロセスの手続
きが適正に取られたものであること

●本案件は、大会運営組織での意思決定プロセスに沿って、事業執行の決定が行われていることを確認した。

大会経費として妥当なものであること

●本案件は、第25回夏季デフリンピック競技大会　デフリンピックスクエア運営業務に係る事業であり、発注組織の役割
に基づく業務内容であることを確認した。

●デフリンピック規約等において、運営・準備等に必要な項目であり、対象経費として妥当であることを確認した。

事業執行にあたり、仕様書の内容が適
切なものであること

●業務内容が簡潔、詳細かつ正確に記載されていることを確認した。

●高齢者や障害者等への情報保障など、業務に応じた必要な配慮がなされていることを確認した。

●業務履行上の費用負担が項目ごとに明確にされていることを確認した。

●成果品の内容、納品数、納品期限等が具体的に記載されていることを確認した。

予算執行が適正なものであること ●東京2025デフリンピックの準備・運営を進めていくにあたり、適正な予算執行であることを確認した。

予定価格が妥当なものであること ●定められた労務単価や市場価格等を参考に、予定価格を適切に算出していることを確認した。

公費の対象として適切なものであること ●大会を通じて東京の価値を高める経費であることを確認した。

調達方式の精査・確認

調達方式が妥当なものであること
●価格面のみならず、業務の履行に必要な資格経験、履行体制、政策的評価項目などの技術面を総合的に評価し
て契約相手方を決定する方式が妥当であることを確認した。

確認の視点



入札・契約手続き等確認結果

所管部署
東京都スポーツ文化事業団デフリンピック準備運営
本部総務部総務・人事グループ

契約主体 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

調達方式 希望制指名競争入札

内　　容

〇　概要
　第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025において、競技
会場やデフリンピックスクエアでの選手・観客の案内・誘導等
を行うボランティア等に係る研修、配置等管理運営業務を円滑
に遂行することを目的とし、各種業務を委託する。

〇　契約期間
　令和７年４月１日から令和８年２月27日まで

〇　委託内容
　・全体統括業務
　・ボランティア等研修業務
　・ボランティア等運営・管理業務
　・ボランティア等活動用物品手配業務
　・大会当日運営業務

契約締結前付議理由

付議基準

区分 その他
案　件　概　要

共　　　通

件名
第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025ボラ
ンティア等管理運営業務委託（単価契約） 調達方式が競争入札以外の場合の理由

資料４



契約・調達案件　個別確認表（契約手続実施前）

案件名 第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025ボランティア等管理運営業務委託（単価契約）
調達方式 希望制指名競争入札

確認内容 備　考
契約手続きの適正性

発注組織での意思決定プロセスの手
続きが適正に取られたものであること

●本案件は、大会運営組織での意思決定プロセスに沿って、事業執行の決定が行われていることを確認した。

大会経費として妥当なものであること

●本案件は、2025年デフリンピック大会の準備・運営におけるボランティア等の研修、配置等管理運営業務に係
る事業であり、発注組織の役割に基づく業務内容であることを確認した。

●デフリンピック規約等において、運営・準備等に必要な項目であり、対象経費として妥当であることを確認した。

事業執行にあたり、仕様書の内容が適
切なものであること

●業務内容が簡潔、詳細かつ正確に記載されていることを確認した。

●高齢者や障害者等への情報保障など、業務に応じた必要な配慮がなされていることを確認した。

●業務履行上の費用負担が項目ごとに明確にされていることを確認した。

●成果品の内容、納品数、納品期限等が具体的に記載されていることを確認した。

予算執行が適正なものであること ●2025年デフリンピック大会の準備・運営を進めていくにあたり、適正な予算執行であることを確認した。

予定価格が妥当なものであること ●定められた労務単価や市場価格等を参考に、予定価格を適切に算出していることを確認した。

公費の対象として適切なものであること ●東京の価値向上に資する大会開催に向け、必要な環境整備を行う経費であることを確認した。

調達方式の精査・確認

調達方式が妥当なものであること
●入札参加希望者を公募したうえで、公表している指名基準に基づき指名し、入札の方法により競争させ、最も
有利な価格を提示した者と契約を締結する方式が妥当であることを確認した。

確認の視点


